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■１．概要 

（１） 目的 

本市では、経済対策及び良質な住宅ストックの形成を図る事を目的に市民が自己の

居住する住宅を市内の施工業者を利用して修繕、補修、耐震補強等のリフォーム工事

及び、災害防止のためのブロック塀等撤去工事（以下「工事」という。）を行う場合

に予算の範囲内において費用の一部補助を行います。 

 

（２） 募集概要 

1) 補助金額 

   ① 住宅リフォーム工事： 

補助対象経費の 25％、かつ上限額 25万円（千円未満切り捨て） 

  ② ブロック塀等撤去工事：下記Ａ・Ｂのいずれか少ない額、かつ上限額 20万円

（千円未満切り捨て） 

Ａ 
【基礎撤去無し】ブロック塀等の延べ長さ×12,000円 

【基礎撤去有り】ブロック塀等の延べ長さ×19,000円 

Ｂ 補助対象経費の 3分の 2 

2) 募集予定件数 

   ① 住宅リフォーム工事：120件程度 

② ブロック塀等撤去工事：3件程度 

3) 募集期間：令和 8年 6月 1月（月）～令和 8年 12月 28日（月） 

  ただし、先着順で交付申請を受付し、予算額（募集予定件数）に達した時点で受

付を終了します。 

4) 工事期限：交付決定後に着手し、工事完了後に工事代金を支払い、令和 9年 1月

29日（金）までに工事完了に係る、実績報告書を提出できる工事。 

5) 申請書類等の提出先 

沖縄市 建設部 住まい建築課 リフォーム担当 

住所：〒904-8501 沖縄市仲宗根 26番 1号 沖縄市役所 6階 

電話：098-939-1212 （内線 2686） 

 

■２．補助条件 

（１） 補助対象者 

補助対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とします。 

1) 補助金実績報告書（様式第 7号）の提出までに補助対象住宅に居住し、住民基本

台帳に記載されている者（ブロック塀等撤去工事を除く。） 

2) 介護保険法（平成 9年法律第 123号）による居宅介護（介護予防）住宅改修費の

支給を受けていない者、ただし、支給限度額を超える工事を行う場合は除く。 
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3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第

123号）による住宅改修費の支給を受けていない者、ただし、支給限度額を超える

工事を行う場合は除く。 

4) 生計維持者及び住宅所有者が、市税（市民税、固定資産税及び軽自動車税）を滞

納していない者 

5) 生計維持者が国民健康保険料等を滞納していない者 

6) 補助を受けようとする工事について、国、県又は市の他の制度による補助または

扶助（当該補助又は扶助の対象外となる工事を除く。）を受けていない者 

 

（２） 補助対象住宅 

補助対象住宅は、沖縄市内ある建築後 1年以上を経過した、次の 1)～3)のいずれか該

当する住宅です。 

1) 補助対象者が所有する住宅 

2) 借家住宅（住宅の所有者が、工事を承諾する場合） 

3) 共同住宅等（住宅の所有者が、工事を承諾する場合） 

2 共同住宅の共用部分又は非居住部分（店舗、事務所）は、補助の対象とならない。 

3 ブロック塀等撤去工事は、建物に付属するものかどうかを問わず補助の対象とする。 

 

（３） 補助対象工事 

① 住宅リフォーム工事： 

総工事費 20万円（消費税及び地方消費税の額を含む。）以上の工事（ブロック塀等

撤去工事を除く）で、次に掲げる工事とします。 なお、対象工事の詳細及び工事例

は、別表１をご参照ください。 

1) バリアフリー改修工事 

2) 省エネ改修工事 

3) 空き家改修工事（一戸建て住宅の用に供する建築物のうち、居住する者のいない

ことが常態であって、その期間が一年以上であるも。） 

4) 耐久性等を向上させる改修工事 

5) 子育て支援改修等工事（満 18歳以下の者と同居している世帯、又は出産前で母子

健康手帳の交付を受けた者がいる世帯） 

6) テレワークの推進改修等工事（自らが居住の用に供する住宅内で人と人との非接

触に配慮し、職務に従事すること。） 

 

② ブロック塀等撤去工事： 

通学区域内にある道路（認定道路等一般通行の用に供される道路をいう。）に面す 

るブロック塀等（ブロック塀、石積み塀その他組積造の塀をいう。）で道路面からの
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高さが 1.2ｍ超えるものを対象とし、当該ブロック塀等の高さ 1.2ｍ以下まで全て撤去

または一部撤去する工事 

2 ①住宅リフォーム工事、②ブロック塀等撤去工事ともに、次の各号のいずれかに該当

する施工業者が請負う工事であること。 

1) 本市に本社がある法人 

2) 本市に事務所を有し、本市に住民登録している個人 

3 前 2項の規定にかかわらず、次に掲げる工事又は経費については、補助対象になりま

せん。 

1) 共同住宅の共用部分の工事（ブロック塀等撤去工事を除く。） 

2) 土地購入費用 

3) 広告看板等の設置費用 

4) 工事機械、工具又は備品等（取り外しが容易なもの）の購入経費 

5) 災害等による保険給付金の対象となる工事 

6) 国、県又は市の他の制度において、補助対象となる経費 

7) 補助金の交付決定前に着手した工事 

8) 補助対象工事を一括して第三者に請負わせた工事 

9) 賃貸及び譲渡を目的とするリフォーム工事、不動産業者、開発事業者等が業とし

て実施する工事 

10) その他補助対象工事に関係がない工事 

 

■４．手続き 

（１） 補助金の交付申請 

申請を行いたい方は、令和 8年 12月 28日(月)までに、次の書類を提出してくださ

い。なお、書類の返却はいたしません。  

※1)～6)、9)～13)は提出が必須のものです。7)～8)及び 14)は必要に応じて提出し

てください。ただし、事前調査申請時に提出した書類については省略することがで

きます。 

1) 補助金交付申請書（様式第 1号又は様式第 1号の 2） 

※リフォーム工事は様式第 1号、ブロック塀等撤去工事は様式第 1号の 2を提出 

2) 留意事項 

3) 住民票謄本（※現住所と申請住宅が異なる場合、実績報告の提出までに申請住宅

に住民票を移し、住民票謄本を再提出すること） 

4) 建物の固定資産評価証明書（※現在の情報と異なる場合は、建物の登記簿謄本を

提出） 

5) 市税の滞納がない証明書（※補助対象者及び住宅所有者のもの） 
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6) 保険料の滞納がない証明書（補助対象者のみ） 

   ・国民健康健康保険加入者 → 国民健康健康保険料の滞納のない証明を提出 

   ・後期高齢医療保険加入者 → 後期高齢医療保険料の滞納のない証明を提出 

   ・社会保険加入者 → マイナポータルの医療保険の資格情報を印刷し提出 

7) 建物所有者の工事承諾書（様式第 3号） 

（※借家または共同住宅等である場合のみ、住宅の所有者の承諾を得ること） 

8) 空き家であることの証明書類 

（※空き家のリフォームの場合に限り提出する。市が事前に空家等として把握して

いる住宅の場合、「空き家で有ることを証明する誓約書」の提出でも可能） 

9) 委任状（申請書類の提出を委任する場合） 

10)  工事費用見積書および数量の根拠となる拾い図 

（※見積書は、対象工事の内訳を明確に区分すること。） 

11) 工事前写真台帳（様式第 2号）又はこれに代わる同等の書類 

12) 位置図（※工事場所がわかるもの） 

13) カタログ（※補助要件を満たす内容が確認できるもの） 

14) 施工業者の本社所在地が証明できるもの（※登記簿謄本、開業届、確定申告等） 

15) その他市長が必要と認める書類等 

2 ブロック塀等撤去工事の場合、前項に加え（前項「4)」、「7)」、「12」」は不要で

す)下記の書類を提出すること。 

1) 土地の固定資産評価証明書（※現在の情報と異なる場合は、土地の登記簿謄本を提

出） 

2)、土地所有者の同意書（※土地所有者以外で、当該ブロック塀等を管理する者が申

請する場合） 

3)、工事に係る誓約書（※撤去工事後、ブロック塀の復旧又は新設を行う場合） 

 

（２） 交付決定通知 

  市が交付申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交

付決定通知書(第 4 号様式)により申請者に対し通知します。 

 

（３） 工事着手届  

補助対象工事は、必ず交付決定通知を受けた後に工事を着手してください。 

また、令和 9年 1月 29日(月)までに工事完了の報告書類を提出する必要があるた

め、交付決定を受けた後は、速やかに工事に着手してください。 

工事を着手した後は、速やかに補助金工事着手届（様式第 6号）を提出してくださ

い。  
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（４） 工事内容の変更、工事の中止に係る取下げ  

申請者は交付決定を受けた後、補助対象工事の内容を変更しようとするときは、速

やかに補助金交付変更申請書（様式 5号の 2）及び変更内容が明確にわかる書類を添え

て提出し承認を受けてください。 

※補助対象金額に変更が生じない等、軽微な変更は除きます。 

※補助対象金額の増額による、補助金交付額の増額はできません。 

※施行業者に変更があった場合も、変更申請を行ってください。 

また、交付決定を受けた後、やむを得ない理由により補助対象工事を取り止めると

きには、速やかに補助金交付取下げ届（様式第 5号）を提出してください。  

いずれの場合も、住まい建築課担当者まで連絡し、必要な手続き等の確認を行って

ください。 

 

（５） 実績報告 

申請者は補助対象工事が完了の書類として、令和 9年 1月 29日(金)までに、次の書

類を提出してください。 

1) 補助金実績報告書（様式第 7号） 

2) 工事代金領収書の写し（又は支払いを証する書類） 

3) 契約書又は請書（又は契約書の代わりになる書類の写し） 

4) 工事中写真台帳（様式第 8号）、工事完成写真台帳（様式第 8号の 2） 

5) 工事完成証明書（様式第 9号） 

6) 工事完成確認書（様式第 10号）（※借家または共同住宅等の場合のみ提出） 

7) その他市長が必要と認める書類等 

 

（６） 補助金額の確定 

実績報告に係る補助対象工事が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合してい

るかどうか審査し、適合していると認めるときは、補助金交付確定通知書（様式第 11

号）により申請者に通知します。 

 

（７） 補助金の請求 

  申請者は補助金交付確定通知書を受けた日から起算して 14日以内又は令和 9年 2月

12日(金)のいずれか早い日までに、補助金交付請求書（様式第 12号）を提出してくだ

さい。 補助金は事前に登録した口座へ振り込みます。請求後は 30日以内に振り込まれ

ますので、補助金の入金を確認してください。 
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（８） 留意事項  

1) 申請等に係る費用は、申請者の負担とする。  

2) 補助金の申請は、同一住宅及び同一補助対象者については、住宅リフォーム工事

及びブロック塀等撤去工事は、各工事につき年度内において 1回を限度とし、共有

名義の住宅については、共有者の内 1人に限り補助するものとする。また、年度間

連続での申請はできないものとする。 

3) 申請者の選考の取消等があった場合には、本市は一切の補償義務を負わないもの

とする。  

4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき、補助金を他の用

途へ使用したときなどは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあ

る。  

5) 補助金の交付に関する詳細については、「沖縄市住宅リフォーム支援事業補助金

交付要綱」も確認すること。 
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別表第 1 

補助交付対象工事  
対象外工事 想定改修工事例 

1. 

バ

リ

ア

フ

リ

ー

改

修

工

事 

（1）通路等の拡幅 ・車いすを使用する方

や、高齢者など誰もがス

ムーズに移動できるよう

幅を広くする工事 

 

（2）階段の勾配の緩和 ・蹴上げを低くしたり踏

面（踏み板）を広くする

工事 

 

（3）浴室改良 ・浴槽の跨ぎ高さを低く

するための改修工事 

 

（4）便所改良 ・和式便所から洋式便所

への変更に係る工事（既

存便所の撤去工事及びペ

ーパーホルダー等の当該

工事影響部改修工事を含

む） 

・寝室等の居室と便所が

著しく離れている住宅内

で同線距離を短くするた

めの便所新設工事 

・節水トイレへの取替工

事 

・同線距離を短くするた

め便所を別の場所に新設

する場合の既存便所の撤

去工事 

（5）手すりの取り付け ・便所、浴室、居室、玄

関並びにこれらを結ぶ経

路に取り付ける工事 

 

（6）段差の解消 ・住宅内の動線部分に係

る段差解消のための改修

工事 

・車いす昇降機の設置工

事 

・押入れ等、人の動線に

係らない部分の段差解消

工事 

（7）出入り口の戸の改

良 

・便所や玄関等の開き戸

から引き戸への改修工事 

 

 

（8）滑りにくい床材へ

の改修工事 

 ・取り外し可能なカーペ

ット等の設置 

・外構のタイル工事 
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2.
省
エ
ネ
改
修
工
事 

（1）窓の断熱又は遮熱

工事 

・LOW-Eガラス等を利用し

た窓の取替え工事 

・窓の外部に設置するル

ーバー等の設置工事 

・倉庫等、非居住空間部

分への断熱又は遮熱塗装

工事 

・断熱又は遮熱性能が確

認できない塗装材での塗

替え工事 

・節水トイレへの変更 

（2）床の断熱又は遮熱

工事 

・フローリング材の床の

断熱工事 

・遮熱材を施工する工事 

（3）屋根、天井の断熱

又は遮熱工事 

・屋根表面の遮熱塗装や

天井の断熱材敷き込み工

事 

（4）壁の断熱又は遮熱

工事 

・壁表面の遮熱塗装や天

井の断熱材敷き込み工事 

 

3.
空
き
家
の
改
修
工
事 

（1）既存住戸内の間取

りを変更する工事 

 ・過度な装飾を含む改修

工事 

（2）台所、浴室、洗面

所又は便所の改修 

 

（3）給排水、電気又は

ガス設備の改修 

 

（4）屋根、外壁等の外

装の改修 

 

4.
耐
久
性
等
を
向
上
さ
せ
る
改
修
工
事 

（1）柱、梁等主要構造

部の剥離したコンクリー

トの除去又は補修 

・クラック補修及び部分

塗装工事 

・経年劣化した躯体等の

復元工事（※新築時より

耐久性が向上することが

認められない工事） 

（2）柱、梁、壁、筋交

い又は基礎の補強 

・既存の柱に補強材料を

巻き付ける工事 

・壁・基礎等の増し打ち

工事 

（3）庇、天井裏等落下

した場合の危険性が高い

部位の剥離したコンクリ

ートの除去又は補修 

・屋根瓦の落下防止とし

て下地材を補強する工事 

 

（4）柱、梁の接合部の

剛性を高める金物にする

改修 

・施工金物による耐震補

強工事 

（5）火打ち梁又は構造

用合板による床面の補強 
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（6）ブレース又は鋼板

壁による壁面の補強 

 

（7）座屈止めの追加工

事 

 

（8）不使用となった屋

上タンクの除去 

 

（9）居間、寝室等長時

間を居住の用に供する部

屋の補強 

・天井・壁・床の老朽化

に対する耐震補強工事 

（10）居住空間の屋上部

分にかかる防水補強の塗

装工事 

・防水性能が確認できる

塗装剤を用いた居住空間

にかかる屋上部分への防

水塗装工事 

・非居住空間にかかる屋

上部分のうち、居住空間

にかかる屋上と一連とな

る屋上面への防水塗装工

事 

5.
子
育
て
支
援
改
修
等
工
事
※
子
育
て
世
帯
の
み 

（1）子どもの事故防止

に資する改修工事 

・壁、柱等の角を丸める

改修工事又は同箇所への

ベビークッション等緩衝

材の取り付け工事 

・対面型キッチンへの改

修工事 

・キッチン等危険スペー

スへのチャイルドフェン

スの設置工事 

 

（2）防犯のための改修

工事 

・カメラ付きインターホ

ンの設置 

 

 

・外構の防犯カメラの設

置工事 

（3）子育て世帯の家事

負担軽減に資する改修工

事 

・掃除しやすい床材への

改修工事 

・ビルトイン食器洗い機

等の設置工事 

・既存キッチンの撤去工

事及びシステムキッチン

導入工事（ビルトイン食

器洗い機等を除く） 

（4）子どもの健康へ配

慮した改修工事 

・シックハウスの心配が

少ない内装材への取換え

工事 
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（5）子どもの成長に配

慮した改修工事 

・移動間仕切り壁の設置

工事及び変更後の間取り

に対応したコンセント等

の配線工事 

 

6.
テ
レ
ワ
ー
ク
の
推
進
改
修
工
事 

（1）室内空間の一角に

テレワークを行うための

デスク等を新たに設置す

る改修工事 

・階段下やクローゼット

等にテレワークを行うた

めの机等を設置する工事 

・設置する机等が取り外

し容易なものの設置工事 

（2）他の室内空間と壁

や扉等で仕切られるテレ

ワークスペースを新たに

設置する改修工事 

・アコーディオンカーテ

ン等で間仕切り壁を設置

するテレワークスペース

の設置工事 

・増築（建築基準法）に

分類される改修工事 

・ロールスクリーンや布

カーテンを間仕切り壁と

するテレワークスペース

の設置工事 

（3）(1)又は(2)の改修

工事等を行う場合におい

て、合わせて非接触型の

居住環境整備に資する改

修工事 

・非接触水洗、照明等へ

の改修工事 

・屋上出入り口付近の手

洗い、立水洗の設置工事 

・抗菌仕様の内装材への

改修、吹付抗菌処理工事 

・テレワークのための防

音工事 

・テレワークのための証

明又は通信などに係る電

気配線工事 

(1)又は(2)を合わせて行

わない工事 

 


